
２
支
障
事
例
に
つ
い
て

（
１
）
案
件
名

道
路
災
害
復
旧

（
２
）
路
線
名

（
主
）
長
野
原
倉
渕
線

（
３
）
災
害
箇
所
高
崎
市
倉
渕
町
川
浦
地
内

（
４
）
被
災
状
況
平
成
２
５
年
９
月
台
風
１
８
号
に
よ
る
豪
雨
の
た
め
法
面
崩
落
、
法
枠
工
損
傷

農
林
水
産
大
臣
指
定
解
除
の
場
合
（
約
1
年
）
H
2
7
.6
見
込
み

4

当
該
道
路
は
、
高
崎
市
方
面
か
ら
北
軽
井
沢
へ
抜
け
る
観
光
道
路
で
あ
る
が
、

長
い
期
間
、
片
側
交
互
通
行
が
続
く
な
ど
の
支
障
が
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

災
害
発
生
（
H
2
5
.9
）
⇒
災
害
査
定
（
H
2
5
.1
1
）
⇒
用
地
測
量
、
用
地
買
収
交
渉
（
H
2
6
.4
）
⇒
保
安
林
解
除
申
請
（
0
.0
2
h
a)
（
H
2
6
.7
）

都
道
府
県
知
事
に
権
限
移
譲
さ
れ
た
場
合
(約
6
ヵ
月
）
H
2
6
.1
2
見
込
み

6



（
参
考
事
例
）

平
成
２
６
年
６
月
１
６
日
、
世
界
文
化
遺
産
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
「
荒
船
風
穴
」
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
で
あ
る
国
道
２
５
４
号
（
旧
道
）
ほ

か
１
路
線
に
地
す
べ
り
が
発
生
し
、
現
在
通
行
止
め
と
な
っ
て
お
り
、
復
旧
が
待
た
れ
て
い
る
。

災
害
発
生
（

H2
6.

6）
⇒
災
害
査
定
⇒
保
安
林
解
除
（
約

1年
）
⇒
工
事
（
約

6月
）
⇒
完
了
は

H2
8.

4見
込
み

5

※
国
の
保
安
林
解
除
が
必
要
な
場
合

知
事
に
権
限
を
移
譲
し
た
場
合
に
は
、
工
事
完
了
（

H2
7.

10
見
込
み
）
を
早
め
る
こ
と
が
可
能

※
な
お
、
当
該
箇
所
は
、
地
す
べ
り
運
動
が
完
全

に
鎮
静
化
し
て
お
ら
ず
、
災
害
復
旧
工
事
等
緊
急

に
着
手
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

か
ら
、
事
後
手
続
に
よ
り
対
応
し
て
い
る
。

7



災
害
復
旧
工
事
の
対
象
と
な
る
保
安
林
の
面
積
は
、

約
0
.6
h
aで
あ
る
。

○
現
地
の
状
況
に
つ
い
て

○
荒
船
風
穴
へ
の
迂
回
路
に
つ
い
て

道
幅
が
狭
く
、
急
勾
配
で
、
急
カ
ー
ブ
が
多
い
た
め
、

大
型
車
の
通
行
は
困
難
で
あ
り
、
地
域
住
民
や
来
訪

者
に
不
便
を
来
し
て
い
る
。

6

8



（
参
考
）
本
県
に
お
け
る
保
安
林
解
除
の
状
況

（
１
）
大
臣
許
可
（
１
～
３
号
）

平
成

23
年
度

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

3 カ
年
計

３
ヵ
年
平
均

解
除

件
数
（
件
）

5
10

4
19

6.
3 

面
積
（

ha
）

0.
57

4.
36

0.
31

5.
24

1.
75

 

公
益
上
の
理
由

件
数
（
件
）

5
10

4
19

6.
3 

面
積
（

ha
）

0.
57

4.
36

0.
31

5.
24

1.
75

 

う
ち
道
路
用
地

件
数
（
件
）

5
7

2
14

4.
7 

面
積
（

ha
）

0.
57

2.
55

0.
1

3.
22

1.
07

 
申
請
書
提
出
か
ら
解
除
確
定
ま
で
の

平
均
日
数

35
1.

8 日
61

2.
7 日

26
3.

8 日
40

9.
4 日

（
２
）
都
道
府
県
知
事
許
可
（
４
号
以
下
）

平
成

23
年
度

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

3 カ
年
計

３
ヵ
年
平
均

解
除

件
数
（
件
）

1
1

0.
3

面
積
（

ha
）

0.
06

0.
06

0.
02

公
益
上
の
理
由

件
数
（
件
）

1
1

0.
3

面
積
（

ha
）

0.
06

0.
06

0.
02

う
ち
道
路
用
地

件
数
（
件
）

1
1

0.
3

面
積
（

ha
）

0.
06

0.
06

0.
02

申
請
書
提
出
か
ら
解
除
確
定
ま
で
の
平

均
日
数

42
1.

0 日
日

日
42

1.
0 日

42
1.

0 日

※
大
臣
許
可
（
１
～
３
号
）
と
同
時
解
除
の
案
件
で
あ
り
、
国
の
解
除
確
定
が
さ
れ
る
ま
で
待
っ
て
い
た
た
め
、
時
間
を
要
し
た
も

の
。
平
成
１
９
年
度
～
２
２
年
度
に
あ
っ
た
３
件
の
平
均
は

20
0日
（
約

6ヵ
月
）
と
な
っ
て
い
る
。

7

＝
約
1
年
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（
参
考
）
土
地
の
形
質
の
変
更
許
可
に
つ
い
て

「
森
林
法
に
基
づ
く
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
関
係
事
務
に
係
る
処
理
基
準
」
に
よ
り
、
道
路
の
内
、
車

道
幅
員
が
４
メ
ー
ト
ル
以
下
の
林
道
の
設
置
や
改
良
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
の
権
限
で
あ
る
「
土
地

の
形
質
の
変
更
許
可
」
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。

（
本
県
に
お
け
る
林
道
の
変
更
許
可
実
績
）

森
林
法
に
基
づ
く
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
関
係
事
務
に
係
る
処
理
基
準
に
つ
い
て
（
抄
）

平
成

12
年
４
月

27
日
付
け

12
林
野
治
第

79
0号

【
最
終
改
正
】
平
成

25
年
４
月
１
日
付
け

24
林
整
治
第

27
別
表
４

保
安
林
の
土
地
の
形
質
の
変
更
行
為
の
許
可
基
準

区
分

１
森
林
の
施
業
・

管
理
に
必
要
な
施

設

行
為
の
目
的
・
態
様
・
規
模
等

(1
) 林
道
（
車
道
幅
員
が
４
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
森
林
の
施
業
・
管
理
の
用
に
供

す
る
作
業
道
、
作
業
用
索
道
、
木
材
集
積
場
、
歩
道
、
防
火
線
、
作
業
小
屋
等
を
設
置
す
る
場
合

(2
) 森
林
の
施
業
・
管
埋
に
資
す
る
農
道
等
で
、
規
格
及
び
構
造
が

(1
)の
林
道
に
類
す
る
も
の
を

設
置
す
る
場
合

8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

件
数
（
件
）

14
13

8
15

19
26

14

10
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福島県森林計画課

平成２６年８月１９日

地方分権改革に関する福島県提案内容について

１．提案事項

森林法において、「地域森林計画」の樹立及び変更の際に、農林水産大臣

への同意を得るための協議を行うことが定められており、都道府県の主体

的な取り組みとなるよう、協議事項を廃止し、届出としてほしい。

２．具体的な支障事例

知事が地域の実情を踏まえて策定する地域森林計画については、森林法

第６８条の規定に基づき本県に設置されている森林審議会からの答申を受

け、その後に、農林水産大臣に協議を行い、同意を得る行為については、

地方の自主性・主体性の観点から廃止し、届出とすべきと考えます。

３．地域の実情を踏まえた対応について

本県は、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災及びそれに伴う

原子力災害により、森林・林業を取り巻く環境は急激に変化しています。

森林・林業については、震災や津波による、林地の崩壊、林産施設等の

損壊、海岸防災林の流失等甚大な被害や、放射性物質による森林の汚染、

森林整備の停滞、特用林産物の出荷制限、風評被害、避難指示区域におけ

る生産活動の停止など多大な影響を受けている現状にあります。

特に、本県の浜通り地域の約８万ｈａの森林は、原子力災害に伴う避難

指示区域の指定により現在においても、帰還困難区域、居住制限区域、避

難指示解除準備区域の３区域に再編され、広範囲に立ち入り等が制限を受

けております。

今後の地域森林計画については、これら避難指示区域の解除に伴い、変

更等が生じることとなりますが、上位計画である全国森林計画に即するた

め、伐採立木材積、造林面積、間伐立木材積などの計画数量等について、

国との事前協議を行い変更計画を作成した後に、改めて農林水産大臣への

計画同意を得るための協議を行うことは、県民への計画公表の遅延や地方

の主体的取組への後退に繋がるものと危惧される。

通番４６：都道府県の地域森林計画に係る国の同意協議の廃止（福島県）
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